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伊方発電所３号機の運転上の制限の逸脱について 

 

 

 

伊方発電所３号機において、定格熱出力一定運転中のところ、本日、使用済燃料ピット

監視カメラ※１が正常に動作しないことを運転員が確認しました。このため、７時４８分に保

安規定の運転上の制限※２を満足していない状態にあると判断しました。なお、使用済燃料

ピットには水位計や温度計を設置しており、中央制御室で異常のないことを確認していま

す。 

調査の結果、使用済燃料ピット監視カメラシステム制御盤のサーバの不具合により、監

視カメラの映像が表示モニタに表示できなくなったものと推定しました。 

その後、保修員が当該カメラのサーバを再起動したところ、正常に動作しましたが、念

のため不具合の要因と推定される当該サーバを予備品と取替え、動作可能な状態であるこ

とを確認し、１６時５５分に運転上の制限の逸脱状態から復帰し、通常状態に復旧しまし

た。 

なお、伊方発電所３号機の運転状況に問題はなく、本件による環境への放射能の影響はあ

りません。 

 

※１ 通常の温度計とは別に、重大事故等が発生した場合に使用済燃料ピットエリアの

温度を監視する赤外線サーモカメラ。 

※２ 保安規定第８４条（添付資料参照）において、使用済燃料ピットエリア監視カメ

ラ（使用済燃料ピット監視カメラ冷却設備含む）は１個動作可能であることが求

められている。 
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